
 

 

平成 29年 2月 16日 

株式会社常陽銀行 

 

『医療機関債』の引き受けについて 

～茨城県内の医療機関で初の取り組み～ 

 

常陽銀行（頭取 寺門 一義）は、このたび、医療機関の資金調達の多様化に対応

するため、社会医療法人若竹会が発行する｢医療機関債｣＊を受託しましたので、

下記のとおりお知らせいたします。なお、茨城県内における医療機関債の引き受けは

今回が初となります。 

当行は、今後とも、さまざまな情報やサービスの提供に努め、地域医療・地域経済の

活性化に向けた取り組みを積極的に行なってまいります。 

＊医療機関債…厚生労働省が定めたガイドラインに基づき、その基準を満たした財務内容の良好な

医療法人が発行できる証拠証券（借入金）。 

 

記 

 

1.医療機関債の概要 

名  称 社会医療法人若竹会 第1回医療機関債 

発 行 額 5億5,000万円（引受額 5億5,000万円） 

発 行 日 平成29年2月15日 

期  間 5年 

償還方法 期日一括償還 

資金使途 介護老人保健施設新設にかかる土地および建物取得資金 

 

2.発行者概要 

発 行 人 社会医療法人若竹会 

所 在 地 茨城県牛久市柏田町1589-3 

理 事 長 竹島 徹（たけしま とおる） 

事業内容等 

当法人は昭和63年12月（平成5年3月法人成り）に開設しました。中核

となる｢つくばセントラル病院｣ではサイバーナイフ（放射線治療装置）

など先進医療機器を備えるほか、透析治療やリハビリテーションに

注力しています。また、平成25年10月には社会医療法人の認定を受け、

公益性を追求しつつ、地域医療と介護に貢献しています。 

 

以 上 

 


